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報酬改定



平成29年度介護報酬改定に関する審議報告
（2016.12.19社保審・介護給付費分科会）①

○平成29年度介護報酬改定の概要

 現行の介護職員処遇改善加算の位置付けを前提として、これを維持しつつ
（略）事業者による、昇給と結びついた形でのキャリアアップの仕組みの構築。

 新たに「経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づ
き定期に昇給を判定する仕組みを設けること」。

 新たに措置する月額平均１万円相当の処遇改善が、介護人材の賃金改善に
確実に結びつくことが重要であるとの考えから、介護職員処遇改善加算の対象
職員や対象費用の範囲については現行の取扱いを維持することが適当。

 上記のため、平成29年度より臨時に1.14％の介護報酬改定を行う。





特養の収支差率は毎年度低下している
厚労省・全国老施協いずれの調査でも明らかに急減

 全国老施協が行った収支状況等調査においても、厚生労働省経営実態
調査においても、特養の収支差率は減じている。

全国老施協調査 厚労省調査
Ｈ23 6.8% 9.3%
Ｈ24 6.7% －
Ｈ25 5.5%（5.3％） －
Ｈ26 4.3%（3.5％） 8.7%
Ｈ27 3.7%（5.2％） －
Ｈ28 3.0%（1.8％） －
Ｈ29 2.5%（1.3％） 1.6%

※ 全国老施協調査は各年度「介護老人福祉施設等収支状況等調査結果報告書」より、厚労省調査については、介護事業経営実態調査結果による。各年度は、調査実施年度であり、調
査集計の年度は全国老施協及び厚労省調査の平成29年度分は前年度決算値となっており、その他の厚労省調査の値は、当年の集計値となっている。

※ 全国老施協調査については、公表値としては特別増減の部（例えば本部に係る経費支出としての「本部費繰入」等）の数値を公表していない。厚労省調査においては、当該本部費の取扱
いを反映していることから、（）内の数値でそれを反映した指標を掲載している。H23,24については、当該集計値を保有していないため（）内の数値を除いている。

http://www.roushikyo.or.jp/contents/
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【全国老施協「平成28年度収支状況等調査」】
赤字施設は過去最大の３３．８％に・・・
特養における基本報酬のアップは必要不可欠
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サービス活動収益対経常増減差額比率の推移

赤字施設数の割合

赤字施設
33.8％

 本会調査において赤字施設（サービス活動収益対経常増減差額比率（補助金を除く）が0.0％未満の施
設）は、全体のうち33.8％となっており、平成17年度以降、過去最大水準

 サービスの維持・質向上と、介護人材の処遇向上を続けるためには、基本報酬のアップが不可欠

全国老施協 平成28年度 収支状況等調査より（n=2,021）

http://www.roushikyo.or.jp/contents/
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介護報酬０．５４％引き上げ

• 診療報酬はマイナス１．１９％

• ただし診療報酬本体は０．５５％（国費６００億円増）

• 薬価・材料価格減でマイナス１．７４％（国費１９００億円減）

• 介護報酬の０．５４％は国費で１４０億円増

• 障害福祉サービス報酬は０．４７％で国費６０億円増



要介護度改善に応じた評価





共生型事業所の指定・報酬



特養





１．医療ニーズへの対応

ア 早朝・夜間又は深夜における配置医師の診療に対する評価の創
設

ⅰ入所者に対する緊急時の注意事項や病状についての情報提供の方法及び曜
日や時間帯ごとの医師との連絡方法や診療を依頼するタイミングについて、医師
と施設の間で具体的に取り決めする

ⅱ複数の配置医師若しくは配置医師と協力病院等の医師が連携し２４時間対応
できる体制を確保している

ⅲ ⅰ、ⅱの届出をしている

ⅳ 看護体制加算Ⅱを算定

ⅴ 早朝夜間深夜に訪問し診療を行う必要があった理由を記録する



１．医療ニーズへの対応

イ 常勤医師配置加算の要件緩和

同一建物内でユニット型施設と従来型施設が併設され一体的に運営
されている場合であって

１名の医師により双方の施設で適切な健康管理及び療養上の指導が
実施されている場合

双方の施設で加算算定できることとする





１．医療ニーズへの対応

ウ 入所者の病状の急変等への対応方針の策定義務づけ

入所者の病状の急変等に備えるため、施設に対してあらかじめ配置
医師による対応その他の方法について対応方針を定めなければなら
ない

エ 夜間の医療措置への対応強化

夜間職員配置加算について現行に加え、夜勤時間帯を通じ

• 看護職員を配置していること 又は

• 認定特定行為業務従事者を配置していること（登録特定行為事業者
として登録必要）

についてこれをより評価する





１．医療ニーズへの対応

オ 施設内での看取りをさらに進める観点から、看取り介護加算の算
定に当たっては、前記アⅰ～ⅴの体制を整備し、さらに施設内で実際
に看取った場合、より手厚く評価することとする





27

（参考）中医協資料 横断的事項⑥ 看取り介護の併算定
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（参考）中医協資料 横断的事項⑥ 看取り介護の併算定
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②生活機能向上加算の創設

外部のリハビリテーション専門職と連携する場合の評価を創設する

• 訪問リハ若しくは通所リハ事業所又はリハビリテーションを実施して
いる医療提供施設（原則病床数２００床未満に限る）の理学療法士・
作業療法士・言語聴覚士、医師が介護老人福祉施設等を訪問し、
介護老人福祉施設等の職員と協働でアセスメントを行い、個別機能
訓練計画を作成すること

• 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種
が協働して当該計画に基づき計画的に機能訓練を実施すること





③機能訓練指導員の確保の促進

• 機能訓練指導員の確保を促進し利用者の心身機能の維持を促進
する観点から、機能訓練指導員の対象資格（理学療法士、作業療
法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指
圧師）に、一定の事務経験を有するはり師、きゅう師を追加する。個
別機能訓練加算における機能訓練指導員の要件についても同様。





④排泄に介護を要する利用者への支援に
対する評価

• 排泄障害等のために、排せつに介護を要する入所者に対し、多職
種が協働して支援計画を作成し、その計画に基づき支援した場合の
新たな評価を設ける









⑤褥瘡の発生予防のための管理に対する
評価

• 入所者の褥瘡発生を予防するため、褥瘡の発生と関連の強い項目
について、定期的な評価を実施し、その結果に基づき計画的に管理
することに対し新たに評価する









⑥外泊時に在宅サービスを利用した時の費
用の取り扱い

• 入所者に対して居宅における外泊を認め、当該入所者が、介護老
人福祉施設により提供される在宅サービスを利用した場合は、１月
に６日を限度として所定単位数に代えて１日につき一定の単位数を
算定する。ただし外泊の初日及び最終日は算定できない。



⑦障害者の生活支援

ア 障害者を多く受け入れている地域密着型施設等の小規模施設を
評価するため、障害者生活支援体制加算要件を緩和。視覚、聴覚若
しくは言語機能に重度の障害のある者又は知的障害者若しくは精神
障害者の数が１５人以上に加え、入所障害者数が入所者の３０%以上
も対象とする

イ 以下の要件を満たす場合はより手厚い評価をする

• 入所障害者数が入所者総数の５０％以上

• 専ら障害者生活支援員として従事する常勤職員である者を２名以上
配置（障害者が５０人以上の場合は常勤専従の障害者生活支援員
を２名以上配置しかつ支援員を常勤換算方法で障害者数を５０で除
した数に１を加えた数以上を配置していること





⑧口腔衛生管理の充実

• 口腔衛生管理加算について歯科衛生士が行う口腔ケアの対象者を
拡大する観点から回数の緩和をするとともに、当該入所者に係る口
腔ケアについて介護職員へ具体的な技術指導助言及び指導を行う
ことで口腔衛生管理の充実を図るための見直し

ア 歯科衛生士が行う口腔ケアの実施回数は現行の月４回から月２
回に見直し

イ 歯科衛生士が口腔ケアについて介護職員へ具体的な技術的助言
及び指導を行い、当該入所者の口腔に関する相談等を必要に応じ対
応することを新たな要件に加える







⑨栄養ケアマネジメントの要件緩和

• 加算の要件を緩和し、常勤の管理栄養士１名以上の配置に関する
要件について、同一敷地内の他の介護保険施設（１施設）との兼務
の場合も算定を認める



⑩栄養改善の取り組みの推進

• 低栄養リスクの高い入所者に対して、多職種が協働して低栄養状態
の改善するための計画を作成し、この計画に基づき、定期的に食事
の観察を行い、当該入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた栄
養・食事調整等を行うなど、低栄養リスクの改善に関する新たな評
価を創設する





⑪入院先医療機関との間の栄養管理に関
する連携

• 入所者が保険医療機関に入院し、経管栄養または嚥下調整食の新
規導入など、施設入所時とは大きく異なる栄養管理が必要となった
場合について、施設の管理栄養士が当該保険医療機関の管理栄養
士と連携して、再入所後の栄養管理に関する調整を行った場合の
評価を新設する





⑫介護ロボットの活用の推進

• 夜勤業務について、業務の効率化の観点から、見守り機器の導入
により効果的に介護が提供できる場合について、夜間職員配置加
算の見直しを行うこととする





⑬身体拘束等の適正化

• 身体拘束廃止未実施減算の運営基準と減算幅を見直す

• 見直し後の基準

• 身体拘束等を行う場合にはその態様及び時間、その際の入所者の心身の状況
並びに緊急やむを得ない理由を記録すること（※現行基準はこの項目のみ）

• 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（※地域密着型では運営
推進会議を活用可）を３月に１回以上開催するとともに、その結果について介護
職員その他従業者に周知徹底を図る

• 身体拘束等の適正化のための指針を整備する

• 介護職員その他の従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的
に行う

• 減算幅は１日５単位から１日１０％へ



⑭運営推進会議の開催方法の緩和

• 現在認められていない複数の事業所の合同開催について、以下の
要件を満たす場合に認める

ⅰ 利用者及び利用者家族については匿名とするなど、個人情報・プ
ライバシーの保護をする

ⅱ 同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること

ⅲ 合同して開催する回数が、１年度に開催すべき運営推進会議の
開催回数の半数を超えないこと



⑯小規模介護福祉施設等の基本報酬の見
直し
• 小規模介護福祉施設、経過的地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護及び旧措置入所者の基本報酬について、報酬体系の簡
素化や報酬の均衡を図る観点から以下の見直しを行う

ア 小規模介護福祉施設等の基本報酬の見直し

ⅰ 小規模介護福祉施設（定員３０名）について、平成３０年度以降新設される
施設については通常の介護福祉施設と同様の報酬とする

ⅱ 既存の小規模介護福祉施設、経過的地域密着型介護老人福祉施設入所
者生活介護（平成１７年以前に開設した定員２６から２９名施設）は一定の経過措
置の後、通常の介護福祉施設の基本報酬に統合する

ⅲ ⅰ・ⅱに合わせ既存の小規模介護福祉施設、経過的地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護の基本報酬について一定の見直しを行う



イ 旧措置入所者の基本報酬の統合

• 旧措置入所者の基本報酬については、平成３０年度から介護福祉
施設等の基本報酬に統合する







⑯療養食加算の見直し

• １日単位で評価を行っている現行の取り扱いを１日３食を限度として
１食単位の評価とする



⑰介護職員処遇改善加算の見直し

• 介護職員処遇改善加算（Ⅳ）（Ⅴ）は、要件の一部を満たさない事業
者に対し減算された単位数での加算を認める区分であることや、当
該区分の取得率や報酬体系の簡素化の観点を踏まえ、一定の経過
措置期間を設けた後、廃止することとする

• ユニット型準個室の名称をユニット型個室的多床室に変更する

⑱居室とケア



短期入所生活介護 ★は介護予防にも適用







①看護体制の充実

• 中重度の高齢者の積極的な受け入れを促進する観点から、現行の
看護体制加算（Ⅰ）（Ⅱ）の算定要件である体制要件に加えて、利用
者のうち要介護３以上の利用者を７０％以上受け入れる事業所につ
いて、新たに評価することとする。その際、定員ごとにきめ細かく単
位数を設定する





②夜間の医療処置への対応の強化

夜間職員配置加算について現行に加え、夜勤時間帯を通じ

• 看護職員を配置していること 又は

• 認定特定行為業務従事者を配置していること（登録特定行為事業者
として登録必要）

についてこれをより評価する



③生活機能向上連携加算の創設（★）

自立支援・重度化防止に資する介護を推進するため、生活機能向上
連携加算を創設し、外部のリハビリテーション専門職との連携により
機能訓練のマネジメントを評価する

・訪問リハ若しくは通所リハ事業所又はリハビリテーションを実施して
いる医療提供施設（原則病床数２００床未満に限る）の理学療法士・
作業療法士・言語聴覚士、医師が介護老人福祉施設等を訪問し、介
護老人福祉施設等の職員と協働でアセスメントを行い、個別機能訓
練計画を作成すること

• 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種
が協働して当該計画に基づき計画的に機能訓練を実施すること





④機能訓練指導員の確保の促進（★）

• 機能訓練指導員の確保を促進し利用者の心身機能の維持を促進
する観点から、機能訓練指導員の対象資格（理学療法士、作業療
法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指
圧師）に、一定の事務経験を有するはり師、きゅう師を追加する。個
別機能訓練加算における機能訓練指導員の要件についても同様。



⑤認知症専門ケア加算の創設（★）

• どのサービスでも認知症の方に適切なサービスが提供されるように、
現在介護老人福祉施設や老人保健施設で設けられている認知症専
門ケア加算（算定要件：認知症自立度Ⅲ以上の者の占める割合が５
０％以上、認知症介護実践リーダー研修修了者を一定数以上配置）
について、短期入所生活介護にも適用する





⑥特養併設型における夜勤職員の配置基
準の緩和（★）

• 介護人材が不足する中で効率的な人員配置を進める観点から、利
用者の処遇に支障がなく以下の要件を満たす場合には、短期入所
（ユニット型以外）と特養（ユニット）が併設している場合の夜勤職員
の兼務を認める（逆の場合も同様）

• 短期入所生活介護事業所と特養が併設していること

• 職員１人あたりの短期入所生活介護事業所（ユニット型以外）と特養
（ユニット型）の利用者数の合計が20人以内であること





⑦介護ロボットの活用の推進

• 夜勤業務について、業務の効率化の観点から、見守り機器の導入
により効果的に介護が提供できる場合について、夜間職員配置加
算の見直しを行うこととする



⑧多床室の基本報酬の見直し（★）

• 短期入所生活介護の基本報酬について、特養の従来型個室と多床
室の基本報酬は同じとなっていることとの整合性の観点から、従来
型個室と多床室の報酬の差を適正化する



⑨療養食加算の見直し（★）

• １日単位で評価を行っている現行の取り扱いを１日３食を限度として
１食単位の評価とする



⑩共生型短期入所生活介護（★）

ア 共生型短期入所生活介護の基準

共生型短期入所生活介護については、障害福祉制度における短期
入所（併設型及び空床利用型に限る）の指定を受けた事業所であれ
ば、基本的に共生型短期入所生活介護の指定を受けられるものとし
て基準を設定する



イ 共生型短期入所生活介護の報酬

報酬は以下の基本的な考え方に基づき設定するとともに、生活相談
員（社会福祉士）を配置し、かつ地域に貢献する活動（地域住民への
健康教室、認知症カフェ等）を実施している場合に評価する加算を設
定する。また短期入所生活介護事業所に係る加算は各加算の算定
要件を満たした場合は算定できる

ⅰ 本来的な介護保険事業所の基準を満たしていないため本来報酬単価と区分

ⅱ 障害者が高齢者（65歳）に到達して介護保険に切り替わる際に事業所の報酬
が大きく減ることは、65歳問題への対応という制度趣旨に照らして適切ではない
ことから、概ね障害福祉制度における報酬水準を担保する





⑰介護職員処遇改善加算の見直し

• 介護職員処遇改善加算（Ⅳ）（Ⅴ）は、要件の一部を満たさない事業
者に対し減算された単位数での加算を認める区分であることや、当
該区分の取得率や報酬体系の簡素化の観点を踏まえ、一定の経過
措置期間を設けた後、廃止することとする

• ユニット型準個室の名称を変更する

⑱居室とケア



通所介護



①生活機能向上連携加算の創設

自立支援・重度化防止に資する介護を推進するため、生活機能向上
連携加算を創設し、外部のリハビリテーション専門職との連携により
機能訓練のマネジメントを評価する

・訪問リハ若しくは通所リハ事業所又はリハビリテーションを実施して
いる医療提供施設（原則病床数２００床未満に限る）の理学療法士・
作業療法士・言語聴覚士、医師が介護老人福祉施設等を訪問し、介
護老人福祉施設等の職員と協働でアセスメントを行い、個別機能訓
練計画を作成すること

• 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種
が協働して当該計画に基づき計画的に機能訓練を実施すること

※認知症通所介護も同じ





②心身機能の維持に係るアウトカム評価の
創設

• 自立支援・重度化防止の観点から、一定期間内に当該事業所を利
用した者のうち、ADLの維持又は改善の度合いが一定の水準を超え
た場合を新たに評価する











③機能訓練指導員の確保の促進

• 機能訓練指導員の確保を促進し利用者の心身機能の維持を促進
する観点から、機能訓練指導員の対象資格（理学療法士、作業療
法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指
圧師）に、一定の事務経験を有するはり師、きゅう師を追加する。個
別機能訓練加算における機能訓練指導員の要件についても同様。

※認知症通所介護も同じ



④栄養改善の取組の推進

• ア 栄養改善加算の見直し

• 栄養改善加算について、管理栄養士1名以上の配置が認められて
いる現行の取り扱いを改め、外部の管理栄養士の実施でも算定を
認めることとする

• イ 栄養スクリーニングに関する加算の創設

• 管理栄養士以外の介護職員等でも実施可能な栄養スクリーニング
を行い、介護支援専門員に栄養状態に係る情報を文書で共有した
場合の評価を創設する

※認知症通所介護も同じ







⑤サービス提供時間区分の見直し

• 通所介護の基本報酬は２時間ごとの設定としているが事業所の
サービス提供時間の実態を踏まえて、基本報酬のサービス提供時
間区分を１時間ごとに見直す

※認知症通所介護も同じ
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⑥規模ごとの基本報酬の見直し

• 通所介護の基本報酬は事業所規模ごとの設定となっており、１人当
たりの管理的経費を考慮し、大規模型は報酬単価が低く設定されて
いる。しかし、規模別に比較すると規模が大きくなるほど収支差率も
大きくなっており、また管理的経費の実績を見ると１人当たりのコスト
は通常規模と比較して大規模型は低くなっている。

• これらの実績を踏まえ、基本報酬について。事業所の規模の拡大に
よる経営効率化に向けた努力を損なうことがないよう考慮しつつ、規
模ごとにメリハリをつけて見直しを行う



⑦運営推進会議の開催方法の緩和

• 現在認められていない複数の事業所の合同開催について、以下の
要件を満たす場合に認める

ⅰ 利用者及び利用者家族については匿名とするなど、個人情報・プ
ライバシーの保護をする

ⅱ 同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること

※認知症通所介護も同じ



⑧設備にかかる共用の明確化

通所介護と訪問介護が併設されている場合に利用者へのサービス
提供に支障がない場合は

• 基準上両方のサービスに規定がある事務室については共用が可能

• 基準上規定がない玄関、廊下、階段などの設備についても共用が
可能

であることを明確にする

その際、併設サービスが訪問介護である場合に限らず、共用が認
められない場合を除き、共用が可能であることを明確にする

※認知症通所介護も同じ



⑨共生型通所介護

ア 共生型通所介護の基準

共生型通所介護については、障害福祉制度における生活介護、自
立訓練、児童発達支援、放課後等デイサービスの指定を受けた事業
所であれば、基本的に共生型通所介護の指定を受けられるものとし
て基準を設定する



イ 共生型通所介護の報酬

報酬は以下の基本的な考え方に基づき設定するとともに、生活相談
員（社会福祉士）を配置し、かつ地域に貢献する活動（地域住民への
健康教室、認知症カフェ等）を実施している場合に評価する加算を設
定する。また通所介護事業所に係る加算は各加算の算定要件を満た
した場合は算定できる

ⅰ 本来的な介護保険事業所の基準を満たしていないため本来報酬単価と区分

ⅱ 障害者が高齢者（65歳）に到達して介護保険に切り替わる際に事業所の報酬
が大きく減ることは、65歳問題への対応という制度趣旨に照らして適切ではない
ことから、概ね障害福祉制度における報酬水準を担保する
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⑩介護職員処遇改善加算の見直し

• 介護職員処遇改善加算（Ⅳ）（Ⅴ）は、要件の一部を満たさない事業
者に対し減算された単位数での加算を認める区分であることや、当
該区分の取得率や報酬体系の簡素化の観点を踏まえ、一定の経過
措置期間を設けた後、廃止することとする

※認知症通所介護も同じ



居宅介護支援





①医療と介護の連携の強化（★）

ア 入院時における医療機関との連携強化

入院時における医療機関との連携を促進する観点から以下の見直し
を行う

ⅰ居宅介護支援の提供開始に当たり、利用者等に対して入院時に担
当ケアマネの氏名等を入院先医療機関に提供するよう依頼すること
を義務づける

ⅱ入院時情報連携加算について入院後３日以内の情報提供を新た
に評価するとともに、情報提供方法による差は設けない

ⅲより効果的な連携となるよう、入院時に医療機関が求める利用者
の情報を様式例として示す









①医療と介護の連携の強化（★）

イ 退院・退所後の在宅生活への移行に向けた医療機関との連携

退院・退所後の在宅生活への移行に向けた医療機関や介護保険施
設等との連携を促進する観点から退院・退所加算を見直す

ⅰ退院・退所時におけるケアプランの初回作成の手間を明確に評価

ⅱ医療機関等との連携回数に応じた評価とする

ⅲ加えて医療機関等におけるカンファレンスに参加した場合を上乗せ
で評価する

また、退院・退所時にケアマネが医療機関等から情報収集する際の
聞き取り事項を整理した様式について、必要な見直しを行う









①医療と介護の連携の強化（★）

ウ 平時からの医療機関との連携促進

ⅰ利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は、利用者
の同意を得て主治の医師等の意見を求めることとしているが、この意
見を求めた主治の医師等に対してケアプランを交付することを義務づ
ける

ⅱ訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や
服薬状況、モニタリング等の際にケアマネ自身が把握した利用者の
状態等について、ケアマネからの主治の医師等に必要な情報伝達を
行うことを義務づける





①医療と介護の連携の強化（★）

エ 医療機関との総合的な連携

医療・介護連携をさらに強化するため、特定事業所加算において以下
の全ての要件を満たす事業所を更に評価する

ⅰ 退院・退所加算を一定回数以上算定している事業所

ⅱ 末期の悪性腫瘍の利用者に係る頻回な利用者の状態変化等の
把握等に対する評価に係る加算を一定回数以上算定している事業所

ⅲ 特定事業所加算のいずれかを算定している事業所

※平成３１年度から施行





②末期の悪性腫瘍の利用者に対するケア
マネジメント
ア ケアマネジメントプロセスの簡素化

著しい状態の変化を伴う末期の悪性腫瘍の利用者については、主
治の医師等の助言を得ることを前提に、サービス担当者会議の招集
を不要とすること等によりケアマネジメントプロセスを簡素化する

イ 頻回な利用者の状態変化等の把握等に対する評価の創設

末期の悪性腫瘍の利用者又はその家族の同意を得た上で、主治の
医師等の助言を得つつ、ターミナル期に通常よりも頻回な訪問により
利用者の状態変化やサービス変更の必要性を把握するとともに、そ
こで把握した利用者の心身の状況等の情報を記録し、主治の医師等
や居宅サービス事業者に提供した場合を新たに評価する









③質の高いケアマネジメントの推進

ア 管理者要件の見直し

居宅介護支援事業所における人材育成の取り組みを促進するため、
主任ケアマネであることを管理者要件とする。その際一定の経過措置
期間を設けることとする

イ 地域における人材育成を行う事業所に対する評価

特定事業所加算について、他法人が運営する居宅介護支援事業所
への支援を行う事業所など、地域のケアマネジメント機能を向上させ
る取り組みを評価する









④公正中立なケアマネジメントの確保

ア 契約時の説明

利用者の意思に基づいた契約であることを確保するため、利用者や
その家族に対して、利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事
業所について複数の事業所の紹介を求めることが可能であること等
（当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能であ
ることを説明すること）を義務づけ、これらに違反した場合は報酬を減
額する。なお例えば集合住宅居住者において、特定の事業者のサー
ビス利用が入居条件とされ、利用者の意思、アセスメント等を勘案せ
ずに、利用者にとって適切なケアプランの作成が行われていない実態
があるとの指摘を踏まえ、利用者の意思に反して集合住宅と同一敷
地内等の居宅サービス事業所のみをケアプランも位置付けることは
適切ではないことを明確化する



イ 特定事業所集中減算の対象サービスの見直し

特定事業所集中減算について、請求事業所数の少ないサービスや
主治の医師等の指示により利用するサービス提供事業所が決まる医
療系サービスは対象から除外する。なお、福祉用具貸与については、
事業所数にかかわらずサービスを集中させることも可能であることか
ら対象とし、具体的には訪問介護、通所介護及び福祉用具貸与を対
象とする

④公正中立なケアマネジメントの確保







⑤訪問回数の多い利用者への対応

ア 訪問回数の多いケアプランについては、利用者の自立支援・重度
化防止や地域資源の有効活用等の観点から、市町村が確認・是正を
促していくことが適当であり、ケアマネが通常のケアプランよりかけ離
れた回数※の訪問介護（生活援助中心型）を位置付ける場合には市
町村にケアプランを届け出ることとする

※全国平均利用回数＋２標準偏差を基準として、平成３０年４月に国
が定め、６月の周知期間を設けて１０月から実施する



• イ 地域ケア会議の機能として、届け出られたケアプランの検証を位
置づけ、市町村は地域ケア会議の開催等により、届け出られたケア
プランの検証を行うこととする。また市町村は必要に応じ、ケアマネ
に対し利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の
観点からサービス内容の是正を促す

⑤訪問回数の多い利用者への対応



⑥障害福祉制度の相談支援専門員との密
接な連携（★）

• 障害福祉サービスを利用してきた障害者が介護保険サービスを利
用する場合等における、ケアマネと障害福祉制度の相談支援専門
員との密接な連携を促進するため、指定居宅介護支援事業者が特
定相談支援事業者との連携に努める必要がある旨を明確にする



特定施設入居者生活介護





①入居者の医療ニーズへの対応

入居者の医療ニーズにより的確に対応できるよう以下の見直しを行う

ア 退院時連携加算の創設

病院等を退院した者を受け入れる場合の医療提供施設との連携を評価
する加算を創設し、医療提供施設を退院・退所して特定施設に入居する利
用者を受け入れた場合を評価する

イ 医療的ケア提供加算の創設

たん吸引などの医療的ケアの提供を行う評価を創設し次の要件を満たす
場合に評価する

• 介護福祉士の数か入居者に対して一定割合以上であること

• たんの吸引等が必要な入居者の占める割合が一定数以上であること







②生活機能向上連携加算の創設（★）

外部のリハビリテーション専門職と連携する場合の評価を創設する

• 訪問リハ若しくは通所リハ事業所又はリハビリテーションを実施して
いる医療提供施設（原則病床数２００床未満に限る）の理学療法士・
作業療法士・言語聴覚士、医師が介護老人福祉施設等を訪問し、
介護老人福祉施設等の職員と協働でアセスメントを行い、個別機能
訓練計画を作成すること

• 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種
が協働して当該計画に基づき計画的に機能訓練を実施すること





③機能訓練指導員の確保の促進（★）

機能訓練指導員の確保を促進し利用者の心身機能の維持を促進
する観点から、機能訓練指導員の対象資格（理学療法士、作業療法
士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧
師）に、一定の事務経験を有するはり師、きゅう師を追加する。個別機
能訓練加算における機能訓練指導員の要件についても同様。



④若年性認知症入居者受入加算の創設
（★）

若年性認知症者やその家族に対する支援を促進する観点から、若
年性認知症患者を受け入れ、本人やその家族の希望を踏まえた介護
サービスを提供することについて評価する





⑤口腔衛生管理の充実（★）

歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による介護職
員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を評価した口腔衛生
管理体制加算について、現行の施設サービスに加え特定施設入居者
生活介護も対象とする





⑥栄養改善の取組の推進（★）

管理栄養士以外の介護職員等でも実施可能な栄養スクリーニング
を行い、介護支援専門員に栄養状態に係る情報を文書で共有した場
合の評価を創設する





⑦短期入所特定施設入居者生活介護の利
用者数の上限の見直し

現在、短期入所特定施設入居者介護の利用者は当該特定施設の
入居定員の１０％以下とされており、入居定員が１０人に満たない事
業所で受け入れられない状況となっている。

このため短期入所特定施設入居者生活介護の利用者数の上限を１
又は定員の１０％までとする



⑧身体的拘束等の適正化（★）

身体拘束等のさらなる適正化の観点から運営基準に定め違反した場合の
減算を創設する

• 基準

• 身体拘束等を行う場合にはその態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに
緊急やむを得ない理由を記録すること

• 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（※地域密着型では運営推進会
議を活用可）を３月に１回以上開催するとともに、その結果について介護職員その他従
業者に周知徹底を図る

• 身体拘束等の適正化のための指針を整備する

• 介護職員その他の従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に行う

• 減算 １日１０％



⑨運営推進会議の開催方法の緩和

• 現在認められていない複数の事業所の合同開催について、以下の
要件を満たす場合に認める

ⅰ 利用者及び利用者家族については匿名とするなど、個人情報・プ
ライバシーの保護をする

ⅱ 同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること

ⅲ 合同して開催する回数が、１年度に開催すべき運営推進会議の
開催回数の半数を超えないこと



⑩療養病床等から医療機関併設型の特定
施設へ転換する場合の特例（★）

介護療養型医療施設又は医療療養病床から「特定施設入居者生活
介護・地域密着型特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム等）と
医療機関の併設型」に転換する場合について以下の特例を設ける

ア サービスが適切に提供されると認められる場合に、生活相談員、
機能訓練指導員、計画作成担当者の兼務を認める

イ サービスに支障がない場合に限り、浴室、便所、食堂、機能訓練
室の兼用を認める



⑪介護職員処遇改善加算の見直し

• 介護職員処遇改善加算（Ⅳ）（Ⅴ）は、要件の一部を満たさない事業
者に対し減算された単位数での加算を認める区分であることや、当
該区分の取得率や報酬体系の簡素化の観点を踏まえ、一定の経過
措置期間を設けた後、廃止することとする



訪問介護



① 生活機能向上連携加算の見直し

生活機能向上連携加算について、以下の見直しを行う。

ア 自立支援・重度化防止に資する介護を推進するため、現行の訪
問リハビリテーション・通所リハビリテーションの理学療法士・作業療
法士・言語聴覚士が利用者宅を訪問して行う場合に加えて、リハビリ
テーションを実施している医療提供施設（原則として許可病床数200 
床未満のものに限る。）の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医
師が訪問して行う場合についても評価するとともに、リハビリテーショ
ン専門職との連携を促進するため、これらの評価を充実する。



① 生活機能向上連携加算の見直し

イ また、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が利用者宅を訪問するこ
とが難しい場合においても、自立支援・重度化防止に資する介護を推進するため、

• 訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーションを実施している事業
所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設（原則として許可病
床数200 床未満のものに限る。）の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・
医師からの助言（アセスメント・カンファレンス）を受けることができる体制を
構築し、助言を受けた上で、サービス提供責任者が生活機能の向上を目的
とした訪問介護計画を作成（変更）すること

• 当該理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師は、通所リハビリテーショ
ン等のサービス提供の場において、又はＩＣＴを活用した動画等により、利用
者の状態を把握した上で、助言を行うこと

を定期的に行うことを評価することとする。
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②「自立生活支援のための見守り的援助」の明
確化

• 自立支援の機能を高める観点から、身体介護と生活援助の内容を
規定している通知（老計第10 号（訪問介護におけるサービス行為ご
との区分等について））について、身体介護として行われる「自立生
活支援のための見守り的援助」を明確化する。





③身体介護と生活援助の報酬

• 自立支援・重度化防止に資する訪問介護を推進・評価する観点から、
訪問介護事業所の経営実態を踏まえた上で、身体介護に重点を置
くなど、身体介護・生活援助の報酬にメリハリをつけることとする。





④生活援助中心型の担い手の拡大

• 訪問介護事業所における更なる人材確保の必要性を踏まえ、介護
福祉士等は身体介護を中心に担うこととし、生活援助中心型につい
ては、人材の裾野を広げて担い手を確保しつつ、質を確保するため、
現在の訪問介護員の要件である130 時間以上の研修は求めないが、
生活援助中心型のサービスに必要な知識等に対応した研修を修了
した者が担うこととする。

• このため、新たに生活援助中心型のサービスに従事する者に必要
な知識等に対応した研修課程を創設することとする。その際、研修
のカリキュラムについては、初任者研修のカリキュラムも参考に、観
察の視点や認知症高齢者に関する知識の習得を重点とする



④生活援助中心型の担い手の拡大

• また、訪問介護事業者ごとに訪問介護員等を常勤換算方法で2.5 
以上置くこととされているが、上記の新しい研修修了者もこれに含め
ることとする。

• この場合、生活援助中心型サービスは介護福祉士等が提供する
場合と新研修修了者が提供する場合とが生じるが、両者の報酬は
同様とする。

• なお、この場合、訪問介護事業所には多様な人材が入ることとな
るが、引き続き、利用者の状態等に応じて、身体介護、生活援助を
総合的に提供していくこととする。
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⑤ 同一建物居住者にサービス提供する場
合の報酬
• 同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬について以下の

見直しを行う。

ア 訪問介護のサービス提供については、以下に該当する場合に
10％減算とされているが、建物の範囲等を見直し、いずれの場合も有
料老人ホーム等（※）以外の建物も対象とする。

I. 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物（有料老人ホー
ム等（※）に限る）に居住する者

II. 上記以外の範囲に所在する建物（有料老人ホーム等（※）に限る）に居住
する者（当該建物に居住する利用者の人数が１月あたり20人以上の場合）



⑤ 同一建物居住者にサービス提供する場
合の報酬

イ またⅰについて、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所
在する建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が１月あたり
50 人以上の場合は、減算幅を見直す。

※ 養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅

ウ 上記ア又はイによる減算を受けている者と、当該減算を受けてい
ない者との公平性の観点から、上記ア又はイによる減算を受けている
者の区分支給限度基準額を計算する際には、減算前の単位数を用
いることとする。







⑥訪問回数の多い利用者への対応

ア 訪問回数の多いケアプランについては、利用者の自立支援・重度
化防止や地域資源の有効活用等の観点から、市町村が確認し、必要
に応じて是正を促していくことが適当であり、ケアマネジャーが、統計
的に見て通常のケアプランよりかけ離れた回数（※）の訪問介護（生
活援助中心型）を位置付ける場合には、市町村にケアプランを届け出
ることとする。

（※）「全国平均利用回数＋２標準偏差」を基準として平成30 年４月
に国が定め、６ ヶ月の周知期間を設けて10 月から施行する



⑥訪問回数の多い利用者への対応

イ 地域ケア会議の機能として、届け出られたケアプランの検証を位
置付け、市町村は地域ケア会議の開催等により、届け出られたケアプ
ランの検証を行うこととする。

また市町村は、必要に応じ、ケアマネジャーに対し、利用者の自立
支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、サービス内
容の是正を促す。





⑦サービス提供責任者の役割や任用要件
等の明解化
• サービス提供責任者の役割や任用要件等について以下の見直しを行う。

ア サービス提供責任者のうち、初任者研修課程修了者及び旧２級課程修了者
は任用要件から廃止する。ただし、現に従事している者については１年間の経過
措置を設ける。

また、初任者研修課程修了者又は旧２級課程修了者であるサービス提供責任
者を配置している場合に係る減算についても、上記に合わせて、平成30 年度は
現に従事している者に限定し、平成31 年度以降は廃止する。

イ 訪問介護の現場での利用者の口腔に関する問題や服薬状況等に係る気付き
をサービス提供責任者から居宅介護支援事業者等のサービス関係者に情報共
有することについて、サービス提供責任者の責務として明確化する



⑦サービス提供責任者の役割や任用要件
等の明解化
ウ 訪問介護の所要時間については、実際の提供時間ではなく、標
準的な時間を基準としてケアプランが作成される。一方で、標準時間
と実際の提供時間が著しく乖離している場合には、実際の提供時間
に応じた時間にプランを見直すべきであることから、サービス提供責
任者は、提供時間を記録するとともに、著しくプラン上の標準時間と乖
離している場合にはケアマネジャーに連絡し、ケアマネジャーは必要
に応じたプランの見直しをすることを明確化する。

エ 訪問介護事業者は、居宅介護支援事業所のケアマネジャー（セル
フケアプランの場合には当該被保険者）に対して、自身の事業所の
サービス利用に係る不当な働きかけを行ってはならない旨を明確化
する



⑧共生型訪問介護

ア 共生型訪問介護の基準

共生型訪問介護については、障害福祉制度における居宅介護、重
度訪問介護の指定を受けた事業所であれば、基本的に共生型訪問
介護の指定を受けられるものとして基準を設定する

なお、障害福祉制度における障害者居宅介護従業者基礎研修課程
修了者や重度訪問介護従業者養成研修修了者等については、６５歳
に至るまでに、これらの研修修了者に係る障害福祉事業所において
障害福祉サービスを利用していた高齢障害者に対してのみ、サービ
スを提供できることとする



イ 共生型訪問介護の報酬

報酬は、以下の基本的な考え方を踏まえて設定する。この際、障害福
祉制度における障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者に係る
取扱い（３０％減算）等も踏まえる。また、訪問介護事業所に係る加算
は、各加算の算定要件を満たした場合に算定できることとする
ⅰ 本来的な介護保険事業所の基準を満たしていないため本来報酬単価と区分

ⅱ 障害者が高齢者（65歳）に到達して介護保険に切り替わる際に事業所の報酬
が大きく減ることは、65歳問題への対応という制度趣旨に照らして適切ではない
ことから、概ね障害福祉制度における報酬水準を担保する



⑨介護職員処遇改善加算の見直し

• 介護職員処遇改善加算（Ⅳ）（Ⅴ）は、要件の一部を満たさない事業
者に対し減算された単位数での加算を認める区分であることや、当
該区分の取得率や報酬体系の簡素化の観点を踏まえ、一定の経過
措置期間を設けた後、廃止することとする


